
働き方改革をめぐる動きについて

資料10



３月28日 「働き方改革実行計画」策定

６月５日 労働政策審議会建議

９月８日 労働政策審議会に法律案要綱を諮問

９月15日 労働政策審議会が法案要綱について答申

⇒今後、閣議決定され次第、国会に法案を提出

１．働き方改革をめぐる動きについて
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長時間労働の是正
① 時間外労働の上限規制の導入
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未
満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。

② 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。（３年後実施）

③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこと
とする（労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない）。

自動車運転の業務 改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は、年９６０時間とし、将来的に一般則の適用を目指す。

建設事業
改正法施行５年後に、一般則を適用。（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、１か月１００時間未満・複数月８０時間以内の要件は適用しない。こ
の点についても、将来的に一般則の適用を目指す）。

医師
改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。

鹿児島県及び沖縄県に
おける砂糖製造業

改正法施行３年間は、１か月１００時間未満・複数月８０時間以内の要件は適用しない。（改正法施行３年後に、一般則を適用）

新技術・新商品等の研
究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。（労働安全衛生法の改正）

限度時間
１か月４５時間
１年３６０時間など

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間（休
日労働含む）
・月100時間未満（休日
労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで

２．「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の概要 （当協議会関係部分）

労働時間に関する制度の見直し労働時間に関する制度の見直し（労働基準法）
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